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●（ケース 1/1）   窓口で申請 
 

① 申請者 
   ▼   申請書類を作成 

受付機関（日本建築設備・昇降機センター）窓口 
申請書類の提出 
 

② 受付機関 
   ▼   申請書類の受付 
       申請書類の審査、補正依頼 

 
③ 申請者 

▼   補正依頼の対応 
 
④ 受付機関 

   ▼   補正の是正確認、審査完了、収受事務 
       申請書類を区に郵送 

 
⑤ 江戸川区（設備係） 

   ▼   郵送物の受取 
申請書類の収受事務 

 
【備考】 

「窓口で申請」の方法以外で手続きしたい場合は、日本建築設備・昇降機セ
ンターに相談ください。 

申請書類（副本）については、日本建築設備・昇降機センターに相談くださ
い。 
 


